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募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関する払込完了のお知らせ 

 

当社は、2023年６月30日開催の臨時取締役会において決議いたしました募集新株予約権（有償ストック・オプシ

ョン）（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、発行価額の全額（1,510,000円）の払込が完了

したことを確認いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2023年６月30日付「募集新株予約権（有償ストック・

オプション）の発行に関するお知らせ」及び2023年７月10日付「（訂正）「募集新株予約権（有償ストック・オプシ

ョン）の発行に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。 

 

記 

 

１．新株予約権の名称  

株式会社アルファクス・フード・システム第５回新株予約権 

 

２．割当日       

2023年７月18日  

 

３．本新株予約権の総数 

2,500個  

 

４．本新株予約権の払込金額 

1,510,000円（本新株予約権１個につき金604円） 

 

５．新株予約権の割当ての対象者及び割当対象者人数並びに割当株数 

当社取締役 ３名 250,000 株 

 

６．本新株予約権の行使期間 

2026 年１月１日から 2034 年６月 30 日 

 

７．本新株予約権の行使の条件 

(1) 本新株予約権者は、2024 年９月期から 2033 年９月期までのいずれかの事業年度に係る営業利益率が、２事業

年度連続で 10％を超過している場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、営業利益率の判定に

おいて、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべ

き指標を当社取締役会にて定めるものとする。 
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ただし、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社株価の終値が５取引日連続して行使

価額（ただし、株式会社アルファクス・フード・システム第５回新株予約権 発行要項「10．行使価額の調整」

に準じて取締役会により適正に調整されるものとする。）に 50％を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は

残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただ

し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 

(a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の他これら

に準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた

事実に大きな変更が生じた場合 

(b)その他上記に準じ、当社が割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に新株予約権者の信頼

を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 

(2) 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要する。ただし、

正当な理由があると取締役会が認めた場合及び本項（1）ただし書きに該当する場合は、この限りでない。 

(3) 本新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。 

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 

(5) 各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。 

 

以 上 


